
聯
恐
酬

聾最

相
続

税

の
脛
濟
政
策
観

・

階
級

に
就

い
て

・
・

債
値
の
類
型
と
個
性

…

勢

鶴

肚
會
改
造

哲
學
及
び
連
帯

思
想

・

本
邦
自
殺

の
男
女

別

・

時

論
醐

税
法

の
新
改

正
を
論
ず

・

遜
明

と
国
力

:

・

'
渋
墨
博
士

.
:

夾
撃
博
士

.
注

學

土

・
文

學
穂
士

.
法
學
博
士

財 米 恒 高 耐

部屋藤田 戸

静 太 保 正

治 郎 赤 馬 雄

・
渋
墨
博
士

小

川

郷

太

郎

・

・
法
學
博
士

山

本

美

越

乃

.

岨説

苑

水

戸

烈

公

の
穀

物

政

策

.
・

:

法

學

士

中

世

末
期

に
於
け
ろ
村

落

の
結

合

を
論

ず

・

雑

録

炭
鑛
勢
働
者
の
生
計

・

一
箇
皐

均
法
に
就
い
て

本
庄

榮
治

郎

牧
野

信
之
助

法
學
博
士

河

田

嗣

郎

・
経
済
學
士

岡

崎

丈

規



一一. 一

策
十
六
巻
.

(第

五
號

一
五

二
)

八
入
四

簡

易

卒

均
.法

(
u
旦

。
℃
、・。

と
。
昏
。
3

に

就

て

岡

崎

交
.

規
.

脱
會
現
象

の
統
計
的
研
究
に
於
て
は
、
特

に
統
計
類

似
調
査
の
必
要
な
る
は
言

ふ

を
俟

た
な
い
所
で
み
る

が
、
其
の
結
果
は
普
通
統
計
調
査

に
比
較
し
て
、
不
†

分
な
る
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
。
竈
田
博
士
が
簡
易
生

命
保
険
の
契
約
締
結
件
数
の
職
紫
別
統
計
に
於
て
、「
百

九
十
三
萬
枚
の
カ
ー
ド
に
就
て
調
査
す
る
代
り
に
、
其
・

の
五
百
分
の

一
の
三
千
八
百
飴
枚
の

カ
ー
ド
に
依

る
ム
.

部
調
査
の
結
果
を
。
正
武
統
計
に
依
る
結
果
ε
比
較
さ

れ
た
も
の
を
見
る
に
、
何
れ
も
多
少
の
誤
差
が
な

い
で

は
な
い
。
勿
論
、
こ
れ
は
見
逃

さ
る
可
き
誤
差
で
あ
る

コ

へ

か
も

知
れ
な

い
が
、
我

々
に
取

っ
て
は

.
よ
b

正
確

な

惹
結

果
を
、

こ
れ

`
同
様
な
簡
易
方

法

に
よ

っ
て
算
出

す

る

こ
ご
が
出
來

る
な
ら
ば

、
・
そ
れ
は
更

に
望
ま

し

い

も
の

で
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
統

計
方
法

の
眞

の
進
歩

は

こ
の
黙

に
あ
る
。

私
が

こ
.＼
に
記
述

し

よ
う

ご
す

る

∪
・三
〇
℃
.⑳

冨
?

1鶴 田理學博 士、簡 易統計論(生 命保隙會肚協會 々報 第十巻 第三號)
2財 部博士、泄會統 計論綱、第百十二頁
3亀 田理攣博士、鍛 理統計(大正一片年度 、国勢院統計講習會 講演録第六十 一頁)
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二
δ
亀

な
る
も
の
は
、
千
九
百
十
六
年
に
英
国
の
帝
国
統

も

計
學
會

に
於

て

〉

即
9℃
幽α
言
①昏
O
亀

oh

O
巴
∩巳
9
臨
詳
鵬

〉
戸

〉
〈
①
冨
σq
①
〉
鴨

Q
o
=
「8
一
。=

ゴ①

菊
信

円

しn
冨
静

.

浮
巴

0∩
o
α
o
ぐ
.
<
oい

団
℃
.
所

載

)
な

る
論
題

で
報
告

さ

れ

だ
も

の
で

あ

っ
て
、
彼

自
身

の
言
葉

を
借

り
て
言

へ
・

ば
、
「
従

来
の
方
法

に
比
較
す

る

時

は
實

に
簡
軍

で

あ

っ
て
、
し
か
も

正
確
な

る
」
統

計
方

法
で
あ

る
詐
り
で

な

く
、
出
席

せ

る
會

員

の

同
.雲
『
『
は

「
こ
の

∪
=三
〇
℃
.ω

宕
D
讐
。匙

は
巧
妙

な
る
算
術
的

工
夫

に
な
れ

る
も

の
で

あ

っ
て
、
從

來
の
方
法

に
比
較
す

る
時

は
、
驚

ろ

く
可

き
勢

力
冗
費

の
節

約
を
計

る
事

が
出

来
ぢ
。」
-し
評

し
、
、

天

国
・
O
お
Ω
お

は

「
斯

く

の
如

き
方

法
は
未

だ
曾

て
見

ざ
る
所

で
あ

っ
て
、
李

均
洪

に
於
け

る

一
つ
の
新

獲
見

で
め

る
。
」

ご
賞
讃

し
、

議

長

の

》
・
切
吐
口
2

も

冒

O
「。睾
。

ε
同
様

の
讃

僻
を
呈

し
て

み
る
。
d
=
巳
o
"

の

獲

表
が
あ

っ
て
か
ら
、
可
な
b

長

い
年
月
を
縄

過

し
て

み
る
が
、
我
国

に
於

て
は

、
巾木
だ
殆

ん
ご

こ
の
方
法

が

知
ら

れ
て
.み
な

い
や
う

で
あ
る

か
ら

、
其

の
概
要
を
紹

・
介
す

る
こ
ε

ε
す

る
Q

U
=
三
〇
℃
、切
言
醇
ぎ
ユ

ご
は
千
九
百
十
三
皐

中

に
於
け

雑

錐
.

簡
易
平
均
迭

o
・
・9

.;

【露

。
e

に
就
て

し

あ

や

る

両
目
σq
『
監

及

び

類

巴
2

の
男

子
死
亡
者

の
}牛
均

年

へ

へ

ら

ヤ

セ

ヘ

ヨ

マ

.齢

の
簡
易
算
出
方
法
で
あ
る
。
結
果
の
最
も
正
確
な
る

從
來
の
算
出
方
法
に
依
れ
ば
、
各
」年
・齢
に
常
談
年
齢
に

於
け
る
死
亡
者
敷
を
乗
じ
た
も
の
を
合
計
し
て
、

こ
れ

を
総
死
占
者
敷
に
て
除

し
て
得
た
る
商

に
年
歳
を
加

へ

だ
も
の
を
以
て
、
求

む
る
所

の
干
均
年
齢

ε
し
た
の
で

あ
る
。
氏

の
取
扱

っ
た
統
計
材
料
に
依
れ
ば
、
総
死
亡

者
は
二
十
六
萬

↓
千
六
百
八
十
七
名

で
め

つ
て
、
其
の

死
亡
年
齢
は
零
歳
よ
b
百
八
歳
に
及

ん
で
み
る
か
ら
、

從
來
の
方
法
に
依

る
特
は
随
分
面
倒
な
計
算
を
繰
h
返

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
氏
は
第

一

表
の
如
き
年
齢
別
死
亡
表
を
作

っ
た
の
で
あ
る
。

縦

の
欄

に
は
「
年
齢
の

一
位
」
(
=巳
田
舞
σq
弱

味

〉
の
↓

横
の
欄

に
は
「
年
齢
の
十
位
」
(日
3
⑳
集
σq
㎡

。
h
>
鷺
)
を

敬

へ
、
各
相
當
欄

に
零
歳
よ
り
再
入
歳
に
至
る
其
の
死

亡
者
数
を
記
入
し
π
の
で
あ
る
。
即
ち
零
歳
の
死
亡
者

五
三
、
九
六
四
、

一
歳
の
死
亡
者

↓
二
、
四
七
七
、
二

歳
の
死
亡
者
四
、
九
八
九
、
.ま
た
、
十
歳
の
死
亡
者
七

↓

九
.
十

一
歳
の
死
亡
者
六
九
二
、
十

二
歳
の
死
亡
者
山
ハ

二
二
の
如
し
。

第

十
六
巻

(第
五
號

【
五
三
)

人
入
五

r

引
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弟
十
大
怒

(射
五
戟

t
五
E
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八
八
大

部
L
鮒

叫

j
L功
+
し-~
耕
(=浮
環

か

Ih
g
lan
d
浄
Ej.
W

att
s
cD
9
3
7
･
謝

L.1
8
4
F
哲

B
l薮

蛇

次
に
｢
年
齢
の

l

位

｣に於
げろ死亡

者

数

を
横
の
欄

に
亘

っ
て
見
る
椿
は
､
零
歳
､
十
歳
､

二

十
歳
'
三
十

歳
の
如
-
'
年
齢
の

1
位
が
寄
蔵
な
る
も
の
は
何
れ
も

容
の
欄
に
記
入
さ
れ
て
ゐ
る
.

そ

の

合
計
が
七
三

'

四

六
〇
で
あ
る
.
ま
た
'

T
歳
､

十

一
歳
'
二
十

一
歳
の

如
-
､
年
齢
の

一
位
が

.1
歳
な
る
も
の
は
何
れ
も

一
の
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つり
一
。。
ひ
O

嘗

欄

に
記
入
さ
れ
て
る
る
。
そ
の
合
計
が
三
〇
、
二
七
五

で
あ
る
。

次
に
「
年
齢
の
十
位
」
に
於
け
る
死
亡
.者
数
を
縫
の
欄

に
亘

っ
て
見
る
時
は
、
零
歳
以
上
九
歳
迄
の
死
亡
者
藪

は
零
の
欄
に
記
入
さ
れ
て
る
る
。
そ
の
合
計
は
八
三
、

難

簸

簡

易

平

均
法

(0
9

百

・.の
セ
[0
9
。
畠
)
に
就

て

'

⊥八
二
○
で
あ
る
。
ま
π
「
年
齢

の
十
位
」
が

一
な
る
も
の

換
言
す
れ
ば
、
十
歳
以
上
十
九
歳
以
下
の
死
亡
者
数
は

十
の
欄
に
記
入
さ
れ
て
る
る
。
そ
の
合
計
は
七
、
九
八

七
で
あ
る
、
「
年
齢
の
十
位
」
が
こ
の
も
の
換
言
す
れ
ば

二
十
歳
以
上
二
十
九
歳
以
下
の
死
血
者
数

鳳
二
十
の
欄

第
十
六
巻

(第
五
號

一
五
五
)

入
八
七

ダ.

」



齢

雑

録

簡
易
李
場
法

(ジ

三
こ
て
.怯
害
巳

5
ε

に
就
て

に
記
入

さ
れ

て
る
る
。

そ

の
合
計
は

一
一
、

四
〇
〇

で

め

る
。
以
下
之

に
從

ふ
。

そ

こ
で
、
冬
欄

に
於
け

皇

位
の
年
齢
.に
、
横
の
各

の
合
計
を
乗
じ
た
も
の
、
及
び

「沓
欄
に
於
け
る
十
位
の
年
齢
に
縦

の
各
の
合
計
を
乗
じ

π
も
の
を
総
計
し
た
も
の
が
死
亡
者

の
総
年
齢
で
あ
る

こ
の
理
由
に
依

っ
て
第
二
表
を
獲
だ
の
で
あ
る
。
.

從

っ
て
,
其

の
卒
均
年
齢

は
死
亡
者
の
総
年
齢
を
総

死
亡
者
敷
で
除
し
て
得
た
る
商
に
半
歳
を
加

へ
た
も
の

第
+
六
巻

(第
五
號

一五
さ

八
入
八
.

で

あ

る
。

帥

ち

.

課

令
零
i

㎏
.断
雛

・
。
守

・.
・.
め
・
。
.α
出

Ψ
↑

こ
の
方
法

が
従

来

の
方
法

に
比
較

し

て
如

何

に
簡

箪

で
あ

っ
て
、
し

か
も
正
確
な

る
結
果

を
齎
ら
す
も

の
で

あ
る

か
は

∪
ご
三
〇
℃

の
正

に
實

験

し
定
所

で
あ

っ
て
、

一
ま
だ
こ
の
窪

の
代
驚

醗

雰

布
窪

則

(野

獣

U
葺

【げ
ζ
ま

昌
)

に

基

く

も

の

で

る

る

Q


